
市内の中小企業者等がデジタル技術を活用した業務効率化並びに販路拡大を目指す費用の一部を補助
します。

経費の３分の２を補助（※千円未満切り捨て）・補助上限30万円

令和４年１2月１日(木)～令和５年３月15日(水)※当日消印有効
ただし、申請額が予算に達した時点で募集を終了します。
令和４年４月 １日(金)～令和５年2月28日(火)

申 請 期 間 ：

補助対象期間：

１ 本社、支社、工場、事業所、店舗等が伊達市内にある中小企業・個人事業主であること。
ただし、主に農林水産業を営む事業者、みなし大企業、政治・経済・文化団体、宗教法人・団体、性風俗
関連特殊営業を営む事業者は対象となりません。

２ 代表者又は役員が伊達市暴力団排除条例の規定に該当しないこと。
３ 市税の滞納がないこと。

※１ 上記以外の補助対象経費については、相談シートにより別紙事前相談が必要になります。

補助対象事業 補助対象経費 補助対象とならないもの

①業務効率化を目的
とした事業

専ら補助対象事業に用いる設備等で、市
内の本店、事業所又は店舗への導入に
要した経費。

例）業務用自動掃除機、業務用自動草刈
機、自動配膳ロボット、介護ロボット、セル
フオーダーの導入に係る経費、AIチャット
ボット、セルフレジ、ECサイトの構築、イン

ボイス制度の導入に係る経費※１

 公租公課（消費税及び地方消費税相
当額等）

 既存設備やシステムの更新に係る経
費（インボイス制度の導入に係る経
費は除く。）

 原材料及び消耗品の購入に係る経
費

 修理又は修繕に係る経費
 パソコンその他汎用性が高く目的外
で使用可能なものの購入に係る経費
（事業を実施するにあたり、一体的に
整備が必要と認められるものは補助
対象経費とする。）

 サービス・ソフトウェア等の使用料
 設備等の賃借・リースに係る経費
 各種保証・保険料
 人件費
 損失補填
 借入に伴う支払利息
 振込手数料
 飲食及び接待費
 その他市長が不適当と認める経費

②販路拡大を目的と
した事業



伊達市役所商工観光課

電話：024-573-5632
〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地

〒960-0692
伊達市保原町字舟橋180番地
伊達市役所 中央棟３階
商工観光課 行・各総合支所、各商工会では受付ができませんのでご注意ください。

・郵送の場合は、右の送付先を切り取り、宛名としてご使用ください。

補助対象事業の進捗状況により、申請書類が異なります。

R4.4.1 R5.2.28R5.1 申請

申請期間
例1）4/1以降に取り組んだ事業で、交付申請前に事業が完了しているもの

①完了事業

例2）4/1以降に取り組んだ事業で、交付申請前に事業が完了していないもの

②未完了事業

例3）申請以降に取り組む事業

 交付申請書（様式第５号）
 事業成果報告書兼実績報告書（様式第６号）
 市内で事業を営んでいることが分かる書類の写し
 補助対象経費の支払が確認できる書類の写し
 補助対象経費に係る設備等の写真
 誓約書兼同意書（様式第３号）
 反社会的勢力排除に関する誓約書（様式第４号）

 交付申請書（様式第１号）
 事業計画書（様式第２号）
 市内で事業を営んでいることが分かる書類の写し
 補助対象経費の積算が確認できる書類の写し
 誓約書兼同意書（様式第３号）
 反社会的勢力排除に関する誓約書（様式第４号）

補助対象期限募集開始
R5.3.15R4.12

補助対象期間

補助対象事業

補助対象事業

補助対象事業

①完了事業 ②未完了事業

申
請

決
定

交付決定の場合、交付決定通知書（様式第７号）を送付いたします。
不交付決定の場合、不交付決定通知書（様式第８号）を送付いたします。

実
績
報
告

完了事業の書類を提出した補助事業者は、実績報告
があったものとみなしますので、提出不要です。

実績報告書の提出期限：事業完了日から30日以内
 補助金実績報告書（様式第９号）
 事業成果報告書兼実績報告書（様式第６号）
 補助対象経費の支払が確認できる書類
 補助対象経費に係る設備等の写真

確
定

補助金等の額を確定し、額確定通知書をお送りいたします。

請
求

 補助金交付請求書（様式第10号）
 振込口座の通帳の写し（申請者と口座名義が同一のもの）
※金融機関、支店、口座番号、口座名義及び名義人のカナ表示のある箇所の写しを提出してください。

補助対象事業


